
重要事項説明書 

（通所介護サービス、第１号通所事業（介護予防通所サービス）） 

 

１ 当デイサービスセンターハートピア泉北が、提供するサービスについての相談窓口 

 

   電話番号  ０７２－２９７－９５９８ 

   営業時間  毎週月～金曜日（祝日を含む）  午前８時３０分～午後５時３０分まで 

   担当者   生活相談員 畠山千晶 柳谷幸弘 

ご不明な点は、何なりとお尋ね下さい。 

 

２ ハートピア泉北 デイサービスセンターの概要 

 

   所在地   堺市西区太平寺３３１－１ 

   指定番号  （通所介護）堺市 ２７７０１０１８７７号 

         （第 1号通所事業）堺市 ２７７０１０１８７ 

 

（１） 当施設で実施するその他の主な事業 

事業の種類 指定年月日 指定番号 

介護老人福祉施設 既存施設として、みなし指定を受けている。 

短期入所生活介護 平成１２年１月３１日 ２７７０１０１８９３ 

介護予防短期入所生活介護 平成１８年４月１日 ２７７０１０１８９３ 

地域密着型指定介護福祉施設 平成２６年４月１日 ２７９６３００２１４ 

居宅介護支援事業 平成１１年１２月２４日 ２７７０１０１４３０ 

   

  （２） 職員体制（併設一般型）     職員体制（併設一般型２単位目） 

職種    人数 

  管理者    １名以上 

 生活相談員 １名以上 

介護職員 ４名以上  

機能訓練指導員 １名以上 

看護職員 １名以上 

 

（３） 定員    （併設型）３０名 

 

（４） 営業日  毎週 月～金曜日（祝日を含む） 

      提供時間 午前９：５０～１６：００（６時間以上７時間未満です） 

           定休日 土曜日・日曜日・12月 31日から 1月 3日 

                 台風、積雪等により臨時休業する場合があります。 

  （５） 管理者  佐野 将哉 

 



３ サービス内容   送迎    リフト車両等で行います。 

          食事    栄養士による管理・適切な栄養量・適時・適温提供。 

          入浴    スロープ付浴槽１、リフト浴槽１、ストレッチャー浴にて 

                提供。 

          機能訓練  専従の機能訓練指導員等が行います。 

          生活相談  御利用者及びご家族の悩みやご心配の相談に対応します。 

４ 料金 

・ デイサービス利用料（併設一般型） 

   ・各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとします。 

 

   ・食事の提供に要する費用  １食あたり、７００円です。全額自己負担となります。 

 

   ・その他  おむつ代、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。 

       ＊サービス提供時間の延長・送迎時の寄り道等はお断わりします。          

 

５お支払い方法 

① 料金のお支払い方法は、毎月、２０日までに前月分の請求をいたします 

ますので次のいずれかの方法でお支払い下さい。 

イ 当月の料金の合計額は、現金で支払います。 

ロ 当月の料金の合計額は、口座自動引落としにより支払います。   

 

６ キャンセル料 

   ご利用者の都合でサービスを中止する場合、次のキャンセル料を頂くことがあります。 

  ご利用の前営業日午後１０時迄にご連絡いただいた場合 無料 

  ご利用日の当日午前８時～９時にご連絡いただいた場合 ２５０円 

    ＊ ご利用日が、月曜日の場合等はご注意ください。 

      尚午後１０時～午前８時までの連絡はご遠慮下さい。 

   

７ サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

まずは、電話でお申込み下さい。 

通所介護計画、介護予防通所サービス計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供

を開始します。 

＊居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員、地域包括

支援センターにご相談下さい。 

 

（２） サービスの終了 

・ ご利用者の都合で、サービスを終了する場合 

  サービスの終了を希望する日の１週間前迄に文書でお申し出下さい。 

・ 当センターの都合で、サービスを終了する場合 

       施設の改修及び設備の補修等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させ

て頂く場合があります。その場合は、終了１ヶ月前迄に文書で通知いたします。 



・ 自動終了 

  ご利用者が、介護保険施設に入所された場合 

  ご利用者の要介護認定区分が、自立と認定された場合 

  ご利用者が、死亡された場合  

 

・ その他 

当センターが、正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

ご利用者およびご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合、ご利用者

は文書で解約を通知することによって、即座にサービスを終了できます。 

ご利用者が、当センターのサービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、利用料  

金のお支払いを催告したにもかかわらず１５日以内にお支払いがなかった場合、ご利

用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、ご利用者が入院も

しくは病気により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが

明らかになった場合、またはご利用者やご家族等が、当センターや当センターの従業

者または他の利用者に対して、その契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合

は、文書で通知することにより、即座にこの契約を終了させていただくことがありま

す。 

ご利用者及びご家族が契約上の義務違反（用法違反、器物損壊、カスタマーハラスメ

ント※）を行い、当センターからの是正勧告にもご対応いただけなかった場合も、

この契約を終了させていただくことがあります。 

    ※具体例；殴る、物を投げつける、刃物を向ける、怒鳴る、威迫する、性的言

動を行う、ストーカー行為を行う、理不尽な要求を行う等 

 

８ 当センターの運営方針 

    当センターは、ご利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、ご利用者が可能 

   な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ 

   るよう、通所介護サービス、介護予防通所サービスを提供します。事業の実施にあたっては、

ご家族、地域、関係市町村、その他の保健・医療または福祉サービスを提供する者等との綿

密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

９ サービス利用にあたっての留意事項 

   ・送迎時間の連絡   ＊送迎する時間については、連絡しません。 

              ＊ご家族により送迎をされる方については、当センターの 

               営業時間内（概ね午前８：３０～午後５：３０迄）にて 

               お願いします。 

   ・体調確認      当センターに到着後、健康チェックを行います。 

   ・体調不良等による  健康チェックの結果、体調が悪い場合やご利用中に体調が 

    サービスの中止・  悪くなった場合には、サービスの中止及び変更をすること 

    変更        があります。 

   ・食事のキャンセル  原則として、キャンセルできません。 

   ・ご利用日及び時間  通所介護計画、介護予防通所サービス計画に沿って決められたご利

用日の変更は、事前にお知らせ下さい。 



              サービス提供時間の延長・短縮については、送迎時間等の関係上、

意に添うことができません。 

１０ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中、ご利用者の容体に急変等が有った場合は、事前の打合わせによりご家族、主

治医、救急隊、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等へ連絡します。 

診療所または病院名  

所  在  地  

電 話 番 号  

 

緊急連絡先名   

ご  住  所   

電 話 番 号   

続     柄   

 

１１高齢者虐待防止について 

   事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

① 研修等を通じて、従者者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

② 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者

等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

１２秘密保持と個人情報の保護 

   事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り

得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密

を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を

得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

 

１３ 非常災害対策 

非常時の対応 

 

別途定める「介護老人福祉施設・ハートピア泉北 消防計画」にそ 

って対応を行います。 

平常時の訓練 

 

年２回以上夜間および昼間を想定した避難・防災訓練をご利用者 

（入所者）の方も参加して実施します。 

防災設備 

(特別養護老人  

ホームと共通) 

 

 

スプリンクラー   屋内・外消火栓   非常階段 

自動火災報知機   非常用電源     非常すべり台 

非常通報装置    防火戸       誘導灯 

ガス漏れ報知機   防火シャッター   消火器 

カーテン・布団等は、防災性能のものを使用しています。 

消防計画等  消防署への届出日  平成２７年４月１日 

防火管理者  中川 博年 



１４事故発生時の対応 

① サービス提供中に事故が発生した場合は主治医、ご家族、保険者、居宅介護支援事業所、

地域包括支援センターに連絡します。 

 

② 事業者は通所介護サービス、介護予防通所サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰す

べき事由により利用者の生命・身体・財産等を傷つけた場合には、その責任の範囲におい

て、利用者に対して損害を賠償します。 

 

１５第三者評価の実施状況   無し 

 

１６サービス内容に関する苦情・要望・相談 

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施

し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を

慎重に行います。相談担当者は把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及び今後

の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うととも

に、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。（時間を要する内容もその旨

を翌日までには連絡します。） 

 

（１） 当センターのご利用者苦情・要望・相談等の窓口 

電話番号  ０７２－２９７－９５９８ 

窓口担当  生活相談員  畠山千晶  柳谷幸弘 

 

（２） その他 

    当センター以外に、堺市の相談・苦情窓口等に申し入れることができます 

【行政機関その他苦情受付機関】 

（市町村の窓口） 

       堺市保健福祉局長寿福祉部 介護保険課 

        所在地：堺市堺区南瓦町３番１号 

        電 話：０７２－２２８－７５１３ 

        ＦＡＸ：０７２－２２８－７８５３  

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

 

       堺市健康福祉局長寿社会部 地域包括ケア推進課 

        所在地：堺市堺区南瓦町３番１号 

        電 話：０７２－２２８－０３７５ 

        ＦＡＸ：０７２－２２８－８９１８  

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

 

堺市健康福祉局長寿社会部 介護事業者課 

        所在地：堺市堺区南瓦町３番１号 

        電 話：０７２－２２８－７３４８ 

        ＦＡＸ：０７２－２２８－７４８１  



        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

    

       西保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 

        所在地：堺市西区鳳東町６丁６００ 

        電 話：０７２－２７５－１９１２ 

        ＦＡＸ：０７２－２７５－１９１９ 

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

 

       南保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 

        所在地：堺市南区桃山台１－１－１ 

        電 話：０７２－２９０－１８１２ 

        ＦＡＸ：０７２－２９０－１８１８ 

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

        

       中保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 

        所在地：堺市中区深井沢町２４７０－７ 

        電 話：０７２－２７０－８１９５ 

        ＦＡＸ：０７２－２７０－８１０３ 

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

 

       堺保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 

        所在地：堺市堺区南瓦町３－１ 

        電 話：０７２－２２８－７５２０ 

        ＦＡＸ：０７２－２２８－７８７０ 

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

  

       東保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 

        所在地：堺市東区日置荘原寺町１９５－１ 

        電 話：０７２－２８７－８１１２ 

        ＦＡＸ：０７２－２８７－８１１７ 

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

 

       北保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 

        所在地：堺市北区新金岡町５－１－４ 

        電 話：０７２－２５８－６６５１ 

        ＦＡＸ：０７２－２５８－６８３６ 

        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

 

美原保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係 

        所在地：堺市美原区黒山１６７－１ 

        電 話：０７２－３６３－９３１６  

        ＦＡＸ：０７２－３６２－０７６７ 



        受付時間：午前９時から午後５時１５分 

 

（公的団体の窓口） 

       大阪府国民健康保険団体連合会（介護保険課） 

        所在地：大阪市中央区常盤町１－３－８中央大通ＦＮビル 

        電 話：０６－６９４９－５２４７ 

        ＦＡＸ：０６－６９４９－５４１７ 

        受付時間：午前９時から午後５時３０分 

 

１７ 当法人の概要 

 

    法人の名称  社会福祉法人 堺福祉会 

    理事長氏名  淡野 勝也 

    本部所在地  堺市西区太平寺３３１－１ 

    電話番号   ０７２－２９７－９５９８ 

    施設名及び  介護老人保健施設・介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業所・介護予              

    実施事業   防短期入所生活介護事業所・居宅介護支援事業・通所介護事業・第１号通

所事業（介護予防通所サービス） 

 

令和  年  月  日 

 

   通所介護のサービスの開始にあたり、利用者に対して契約書（契約書別紙含む）及び 

  本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

 

                   事業者 

           所在地  堺市西区太平寺３３１－１ 

           名 称  デイサービスセンター ハートピア泉北  

           説明者 

             氏名                 印 

 

   私は、契約書（契約書別紙含む）及び本書面により、事業者から通所介護、介護予防通所サ

ービスについての重要事項の説明を受けました。 

 

           利用者 

             住所                       

               

             氏名                 印 

 

           代理人 

             住所                       

   

             氏名                 印 


